
―あなたが主役のまちづくり―
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「まちづくり基本条例」ってなんだろう？

「まちづくり基本条例」ってなに？
「自分たちのまちをどのようにしていきたいか、そのために必要な仕組みはどうあ
るべきか」など、羽島市のまちづくりに関する基本的な考え方・ルールをまとめた
ものです。

どうして条例が必要なの？

「まちづくり」ってなに？
公共施設の建物、道路、公園などのハード面の整備に加え、伝統文化、教育、福祉、防災など
幅広い分野において、より良い羽島市を実現するために行う活動をいいます。

身近なまちづくりへの取り組みイメージ

 理由 1  地域のことは地域で考える時代

地方分権が進み、それぞれの自治体に
おいて、自分たちのまちづくりは、自分
たちの責任で決定し進めていくことが求
められています。地域の個性と限りある
資源を活かし、魅力あるまちをつくって
いく必要があります。

 理由 2  人口が減る一方、市民ニーズは多様化

人口減少が本格化するとともに、ライフスタイ
ルは変化し、価値観や市民ニーズは多様化し
ています。個人でできること、地域でできるこ
と、市長等（行政）がすべきことを見直し、
それぞれが役割を果たしながら、さまざまな課
題を解決していく必要があります。

市民、議会、市長等などすべての立場の人々が、一緒にまちづくりを進めるため
にはみんなで共有できる「基本的な考え方・ルール」が必要です

広報紙やホームページで
市政情報を知る

市のアンケートに
回答する

河川清掃や
資源回収に参加する

伝統文化を
継承する

市の講座やワーク
ショップに参加する

自治会活動に
参加する

ボランティア
活動に参加する
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条例にはどんなことが書いてあるの？

  羽島市の目指すまちづくり（前文）  
○市民であることに誇りを持てるまち。
○次代を担う子どもたちが夢と希望を抱き健やかに成長できるまち。

  この条例の目的　（第1条）  

  まちづくりの基本的な考え方 ～基本理念～　（第4条）  
○市民が主体性をもってまちづくりに参画します。
○市民、議会、市長等が連携、協力してまちづくりを進めます。

  まちづくりの３つの基本ルール ～基本原則～　（第5条）  
○みんなの願いの実現のため、３つの基本ルールを定めました。

市民を主体としたまちづくりの実現を図る

情報は、みんなの財産
です。まちづくりに関す
る情報をお互いに提供
し合い、有効に活用し
ましょう。

市政や地域活動に参画
しましょう。みんなの力
で、まちはもっと住みよ
くなります。

市民、議会、市長等が役
割分担し、補足しあいな
がら協力してまちづくりを
行うことでより大きな力が
生まれます。

❸ 情報共有❷ 協　働❶ 市民参画

みんなの願い！

そのためには・・・
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役割と責務（第9条）
・この条例の基本理念、基本原則に基
づいた意思決定

・市民の意見を広く求め、まちづくりに
反映

・市民に開かれた議会運営

役割と責務（第10条・第11条）
【市長等】
・この条例の基本理念、基本原則に基づいた
市政運営

・効率的な組織体制の整備
・市民への分かりやすい説明
【職員】
・公正かつ誠実な職務の遂行
・協働によるまちづくりの推進
・知識の習得と能力の向上

市民主体の
協働による
まちづくり

【市民とは】
・市内に住む人（住民）
・市内に通学、通勤する人
・自治会などの地域コミュニ
ティ

・ボランティア団体やNPOなど
の市民活動団体、市内の事
業者

権利（第6条）
・まちづくりへの参画
・まちづくりに関する情報を知る
こと

役割と責務（第7条）
・自主的なまちづくりへの参画
・多様な価値観の尊重と地域全
体や次世代のことを考えた発言
や行動

市民の意見が、まちづ
くりに反映されるよう努
めます

市民の意見が反映され
た市政運営に努めます　

議会 市長等

市民
まちづくりの主体として、
地域課題の解決に努め
ます

  まちづくりを担う市民、議会、市長等の役割や責務　（第6条から第11条）  
○市民、議会、市長等がそれぞれの役割を認識して、お互いに協力し合いながらまちづくりを進め
ます。
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※まちづくり基本条例についてもっと知りたい方は、各条文ごとに説明した解説書を市民協働課、市
役所2階情報コーナー、各コミュニティセンターでご覧いただけます。また、市のホームページか
らもダウンロードできます。

●情報の共有と公開
　（第19条）
・市長等からの積極的な情
報提供

・情報公開条例に基づく適
正な情報の取扱い

●個人情報の保護
　（第20条）
・個人情報保護条例に基づく
　　　適正な情報管理

●適正な行政手続（第21条）
●計画的な市政運営（第22条）
・まちづくりの指針として総合計画を策定

●危機管理（第23条）
・（市長等）緊急事態に備え、機動的な危機管理
体制の確立

・（地域コミュニティ）日頃からの訓練と、災害時
の助け合い

・（市民）災害に備えた準備と、災害時の自
身の安全確保

●市民参画の推進（第12条）
・まちづくりに参画できる機会の確保
・参画するための制度を周知し、市民
の関心を高めること

●協働の推進（第13条）
・市民、議会、市長等が協力、連携
してまちづくりを推進
・市民が持つ豊かな社会経験、知識、
創造性を活かし、まちづくりを推進

●地域コミュニティ活動（第14条）
・地域の課題解決や共通の目標達成に向
けて行動
・市長等は、地域コミュニティ活動の自主
性を大切にし、必要な場合には支援

・まちづくりを担う人材の育成

●参画と協働を進めるための制度
　（第15条～第18条）
・審議会等への市民公募委員の採用
・会議の公開
・パブリックコメントの実施
・住民投票

市政運営情報の共有

市民参画と協働

  まちづくりの進め方　−まちを創造するしくみ−　（第12条から第23条）  

HAU3287
テキスト ボックス
個人情報の保護に関する法律

HAU3287
テキスト ボックス
に基づく適正な情報管理
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まちづくり基本条例の見直しについて
平成28年4月1日施行の羽島市まちづくり基本条例について、本条例の第25条に基づき、令和
元年度～2年度に条例の検証及び見直しを行いました。

条例の見直しの過程
• 市民意識調査、職員意識調査、地域・人づくりアンケートの実施
• 有識者、公募委員などの市民で構成される「羽島市まちづくり基本条例推進委員会」での協議
• パブリックコメントによる意見聴取

条例の新旧対照表
新 旧

（職員の役割及び責務）

第１１条　略

２　職員は、地域活動を担う一員であることを

自覚し、地域課題の把握及び解決に努めると

ともに、自らも地域のまちづくり等に参画し、

協働によるまちづくりの推進に努めます。

３　略

（職員の役割及び責務）

第１１条　略

２　職員は、地域活動を担う一員であることを

自覚し　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　、

協働によるまちづくりの推進に努めます。

３　略

（危機管理）

第２３条　略

２　略

３　市民は、日頃から災害等の発生に備えると

ともに、災害等の発生時には、自らの安全を

確保し、命を守るよう努めます。

（危機管理）

第２３条　略

２　略

３　市民は、日頃から災害等の発生に備えると

ともに、災害等の発生時には、自らの安全を

確保する　　　　よう努めます。

（国、県及び民間企業等との連携）

第２４条　略

２　市長等は、課題に対して必要に応じ、民間

企業、大学及び研究機関等との連携と協力に

より、その解決に努めます。

（国、県等との連携）

第２４条　略

条例の見直しにあたり

市民の皆さんは「市政」に関心がある一方、意見や要望を伺う機会に「参画等
したことはない」という意見が6割強を占めました。
その理由としては、「忙しいので時間がない」という意見が約半数を占めています。

この条例は、制定後の取り組みが大切であり、みんなで育てていく条例
です。市民の皆さんと議会、市長等が条例の理念に沿ってお互いに協
働することで、市民が主役の未来につながるまちづくりを目指します。

まちづくりを
自分ごととして
考えよう！

市民意識調査より
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目次

　前文

　第１章　総則（第１条－第５条）

　第２章　まちづくりの担い手の権利、役割及び責務

　　　　（第６条－第１１条）

　第３章　市民参画と協働（第１２条－第１８条）

　第４章　情報の共有（第１９条－第２０条）

　第５章　市政運営（第２１条－第２４条）

　第６章　条例の見直し（第２５条）

附則

わたしたちのまち羽島市は、先人たちの英知と不断の

努力によって築かれた木曽・長良の水の恵みと、美濃平

野の豊かな自然を源とし、多彩な伝統と文化を育んでき

ました。また、この地域は、かつては美濃路が通り、現

代では東海道新幹線岐阜羽島駅と名神高速道路岐阜羽島

インターチェンジを併せ持つ交通要衝の地として、新た

な交流が生まれてきた魅力あるまちです。

わたしたちは、羽島市民であることに誇りを持ち、次

代を担う子どもたちが夢と希望を抱き健やかに成長でき

るまちとして、後世に引き継いでいかなければなりませ

ん。

しかし今日、地方分権の推進や少子高齢化・人口減少

社会の本格化、価値観の多様化等により、わたしたちを

とりまく社会環境は大きく変化しています。これら時代

の変化に対応し、地域の個性と限りある資源を活かした

まちづくりを進めるためには、市民一人ひとりが、自ら

考え行動し積極的にまちづくりに参画していくととも

に、市民同士あるいは市民と議会と市長等が、それぞれ

の特性や役割を互いに理解し合いながら、対話と協力を

重ねていくことが大切です。

わたしたちは、市民主体の協働によるまちづくりとい

う理念を共有し、誰もが暮らしやすく、世代を超えて心

の通うまちを創造するため、この条例を制定します。

第１章　総則
（目的）

第１条　この条例は、まちづくりに関する基本理念及び

基本原則を定め、市民の権利と市民、議会及び市長等

の役割と責務を明らかにし、市民自らがまちづくりに

参画し協働することによって、市民を主体としたまち

づくりの実現を図ることを目的とします。

（条例の尊重）

第２条　他の条例、規則等の制定及び改廃にあたっては、

この条例の趣旨を尊重しなければなりません。

（定義）

第３条　この条例において使用する用語の意義は、次の

とおりとします。

⑴　市民　市内に居住、通学若しくは通勤する個人又

は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人

その他団体をいいます。

⑵　市長等　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公

平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価

審査委員会をいいます。

⑶　まちづくり　より良い羽島市を実現するために行

う活動をいいます。

⑷　参画　参加するだけでなく、方針の決定及び企画

に関わるなど、主体的に活動に加わることをいいま

す。

⑸　協働　市民、議会及び市長等が共通の目的に向か

い、それぞれの特性を理解し役割を認識したうえで、

お互いに対等な立場として尊重し、補足し合いなが

ら協力することをいいます。

⑹　地域コミュニティ　自治会等、地縁によってつな

がりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う

人々の集まりをいいます。

（基本理念）

第４条　まちづくりは、市民が主体となり、市民、議会

及び市長等が協働して行うものとします。

（基本原則）

第５条　市民、議会及び市長等は、次に掲げる事項を基

本原則としてまちづくりを推進します。

⑴　市民参画の原則　市民はまちづくりに主体的に関

わるように努め、議会及び市長等は市民の自主性を

尊重し、その参画の機会を保障すること。

⑵　協働の原則　相互理解による信頼関係の構築に努

め、協働してまちづくりを進めること。

⑶　情報共有の原則　まちづくりに関する情報を互い

に提供し合い、共有すること。

第２章　まちづくりの担い手の権利、役割及び責務
（市民の権利）

第６条　市民は、自らの意思により、まちづくりに参画

することができます。

２　市民は、まちづくりに関する情報を知ることができ

ます。

（市民の役割及び責務）

第７条　市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、

自ら進んでまちづくりに参画するよう努めます。

２　市民は、まちづくりに参画するにあたり、お互いに

多様な価値観を認め合いながら、地域全体や次世代の

ことも考慮し、自らの発言及び行動に責任を持つよう

努めます。

３　自主的に公益性のある活動を行う団体は、それぞれ

の特性を活かした活動を実施するとともに、その活動

が広く社会に理解されるよう努めます。

（地域コミュニティの役割及び責務）

第８条　地域コミュニティは、自らの地域の特性を活か

した個性豊かで住み良いまちづくりに努めます。

（議会の役割及び責務）

第９条　議会は、選挙で選ばれた代表者が構成する議決

機関として、この条例の基本理念及び基本原則に基づ

いた意思決定に取り組みます。

２　議会は、市民の意見を広く求め、まちづくりに反映

させるよう努めます。

３　議会は、常に市民の視点に立ち、市民に開かれた議

会運営を目指します。

（市長等の役割及び責務）

第１０条　市長は、市民の信託に応え、市政の代表者と

してこの条例の基本理念及び基本原則に基づいた市政

運営に努めます。

２　市長は、課題に適切に対応するため、横断的な連携

が図られるよう効率的な組織体制を整備します。

羽島市まちづくり基本条例
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します。  

２　市長等は、別に条例で定めるところにより、公文書  

の公開を行います。  

（個人情報の保護） 

第２０条　市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、  

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

　に定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、 
管理等を適正に行います。  

第５章　市政運営  

（行政手続） 

な処分、行政指導及び届出に関する手続を行います。

（計画的な市政運営） 

第２１条　市長等は、市政運営の公正の確保と透明性の向

上を図るため、別に条例で定めるところにより、適正  

第２３条　市長等は、自然災害、重大な事故等の様々な緊

急事態に備え、機動的な危機管理体制の確立に努める  

とともに、災害等の発生時には、市民、議会及び関係  
機関と相互に連携を図り、協力して対応します。  

２　地域コミュニティは、日頃から防災訓練等を行い、  

自らの地域における防災体制を整えるとともに、災害  

等の発生時には、自らの地域の中で互いに助け合うよ  

う努めます。  

３　市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、  

災害等の発生時には、自らの安全を確保し、命を守る  

よう努めます。  

（国、 県及び民間企業等との連携） 

第２４条　市長等は、共通する課題に対して、国、県、他

の自治体等との連携と協力により、その解決に努めま  

す。  

２　市長等は、課題に対して必要に応じ、民間企業、大

学及び研究機関等との連携と協力により、その解決に  

努めます。  

第６章　条例の見直し 

（条例の見直し） 

第２５条　市長は、５年を超えない期間ごとに、この条  
　例の検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを
　行います。 

羽島市市民協働部市民協働課 

住所： 岐阜県羽島市竹鼻町 55 

T E L： 058-392-1111 （内線 2313）　FAX： 058-394-0025

Email：kyodo@city.hashima.lg.jp 

 

合計画」といいます。）を定めます。  

２　市長等は、総合計画の策定や見直しにあたっては、  

進捗状況等を確認し、その検証結果を踏まえるととも  

に、広く市民参画の機会を設けます。  

（危機管理） 

第２２条　市長等は、総合的で計画的な市政運営を行うた

め、基本構想及びその実現を図るための計画（以下「総  

３　市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重し

ます。

第４章　情報の共有
（情報の共有及び公開）

第１９条　市長等は、まちづくりに関する情報が共有の財

産であるとの認識に立ち、これを市民に積極的に提供

３　市長等は、所管する事務の企画立案、実施、効果及

び評価について、市民に対し分かりやすい説明に努め

ます。

（職員の役割及び責務）

第１１条　職員は、市民全体のために働く者としての自覚

を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行

します。

２　職員は、地域活動を担う一員であることを自覚し、

地域課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地

域のまちづくり等に参画し、協働によるまちづくりの

推進に努めます。

３　職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の

向上に努めます。

第３章　市民参画と協働
（市民参画の推進）

第１２条　市民、議会及び市長等は、市民参画によるまち

づくりの推進に努めます。

２　議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画できる

機会を確保するため、その環境の整備に努めます。

３　議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を

図り、市民の意識を高めるよう努めます。

（協働の推進）

第１３条　市民、議会及び市長等は、相互の役割と責務を

認め合いながら、協力、連携してまちづくりに取り組

むよう努めます。

２　議会及び市長等は、市民が持つ豊かな社会経験、知

識及び創造性を活かし、まちづくりを進めます。

（地域コミュニティ活動への関わり）　
第１４条　市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地

域の課題解決や共通の目標達成に向けて行動するよう

努めます。

２　市長等は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重す

るとともに、その活動の促進を支援します。

３　市長等は、市民と連携し、協働によるまちづくりを

担う人材の育成に努めます。

（審議会等）

第１５条　市長等は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

の規定に基づく附属機関として設置される審議会等（以

下「審議会等」といいます。）の委員を選任する場合、

市民の多様な意見が反映されるよう、男女の比率等を

考慮した適正な構成に努めます。

２　市長等は、審議会等の委員の一部に公募による市民

を含めるよう努めます。

（会議の公開）

第１６条　市長等は、法令等に特別な定めがある場合を除

き、原則として、審議会等の会議を公開します。

（パブリックコメント）

第１７条　市長等は、重要な政策等の立案過程において、

別に定めるところにより、事前にその案を公表し、広

く市民の意見を求めます。

２　市長等は、市民から提出された意見を考慮し、政策

等についての意思決定を行うとともに、提出された意

見のあらましとその意見に対する市の考え方を公表し

ます。

（住民投票）

第１８条　市長は、市政に関する重要な事項について広く

市民の意思を把握するため、必要に応じて住民投票を

実施することができます。

２　住民投票の実施に関し必要な事項については、それ

ぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。




